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（総則） 

第１条 県は、農業農村の振興と県土の保全を図るため、市町村、土地改良区、その他知事

が適当と認める団体（以下「市町村等」という。）が行う事業のうち、必要と認める事業

に要する経費に対し、予算の範囲内で市町村等に補助金を交付するものとし、その交付に

関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」とい



う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 一 補助対象事業 補助金の対象となる事業をいう。 

 二 国補助金事業 補助対象事業のうち、補助金の原資が国の土地改良事業関係補助金、

農地防災事業等補助金又は農地等に係る災害復旧事業費補助金である事業をいう。 

 三 国交付金事業 補助対象事業のうち、補助金の原資が国の農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金又は農山漁村地域整備交付金である事業をいう。 

 四 国事業 国補助金事業又は国交付金事業をいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助対象事業及び補助率は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 地方債が充当される事業については、地方債を充当した後の市町村負担額に対し、交付

する。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金交付申請書は、別記第１号様式のとおりとし、その添付書類は、次に掲げる

とおりとする。 

一 別表第１の事業名ごとに交付申請書欄に掲げる書類 

二 収支予算書（別記第２号様式） 

三 事業につき、許可又は同意を要するものは、これらを証する書類 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 県単独土地改良事業中、農業農村整備事業のかんがい排水事業のうち干魃
ばつ

応急対策、緊

急補修事業及びこれに関連する予防保全対策事業にあっては、事業完了後においても、

申請をすることができる。 

（補助金交付の条件等） 

第５条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第６条第１号から第４号までに

掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 

 一 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につ

いての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

ただし、規則第２１条の規定により、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない財産については、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令

」という。）に定められている耐用年数に相当する期間（大蔵省令に定めのない財産につ

いては、農林水産大臣が別に定める期間）を経過しない場合においては、財産管理台帳（

別記第２－２号様式）及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。 

二 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率

的な運営を図らなければならない。 

三 第１号ただし書に規定する財産については、同号ただし書に規定する期間を経過しな

い間は、知事の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し

、貸し付け、又は担保に供してはならない。 



四 補助事業者が前号により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があったと

きは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

五 補助事業者は、補助事業を完了し、又は中止し、若しくは廃止した場合においては、

該当補助事業により取得した工事材料その他物件が残存するときは、遅滞なく、品目、

数量及びその金額を知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

六 補助事業者は、補助対象事業が土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づいて

行われるものである場合は、同法第１１３条の２第２項の公告のあった日（その公告に

おいて工事完了の日が示されたときは、その示された日）の属する年度の翌年度から起

算して８年を経過する時まで、「一般土地改良事業の受益地の転用及び開田等に伴う補

助金の返還要領」（昭和４７年１月２０日農計第９７６号）に準じ取り扱う事業により

行う場合は、当該土地改良事業に係る補助金の交付の最終年度の翌年度から起算して８

年を経過する時までに、当該補助事業の受益地の全部又は一部が農地以外に転用された

ときは、その転用の規模が小さい場合等知事が別に定める場合を除き、次の算定方法に

より算定される額（知事がこれより少ない額を定めたときは、その定めた金額）に相当

する額を県に返還しなければならない。 

 

 

補助金返還額算定方法 

転用受益地の面積 
返還対象補助金の総額 ×  

受益地の総面積 

２ 規則第６条第１号及び第２号の知事の定める軽微な変更は、別表第２に掲げる変更以外  

の変更とする。 

３ 規則第６条第１号から第３号までの承認を受ける場合の申請書は、別記第３号様式のと

おりとする。 

（申請の取下げ） 

第６条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交

付の決定の日から１５日以内とする。なお、補助事業者は、申請の取下げをする場合は、

取下げの理由を記載した書類を知事に提出しなければならない。  

 （指名停止に関する申立等） 

第７条 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、国事業（補助金の原資  

が国の農地防災事業等補助金、または農地等に係る災害復旧事業費補助金である事業を除 

く。）について、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容

とする実施に関する契約を締結し、知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、国事業について、補助事業 

を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければなら 

ない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合  

は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 

３ 補助事業者（地方公共団体以外の補助事業者に限る。）は、国事業について、前項によ

り契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下

「競争入札等」という。）に参加しようとする者に対し、別記第３－２号様式による指名

停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等

に参加させてはならない。 



（状況報告等） 

第８条 補助事業者は、別表第３に掲げる事業を除く事業について、当該補助事業に着手し

たときは、事業着手届（間接補助事業の場合は、事業着手報告。）（別記第４号様式）

を、当該補助事業が完了したときは、事業完了届（間接補助事業の場合は、事業完了報

告。）（別記第４号様式）を知事に提出し、別に知事が定めるところによりその確認を受

けなければならない。 

２ 知事は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、事業遂行状況報告書（別記第５号様

式）の提出を求めることができる。 

（実績報告） 

第９条 実績報告書は、別記第７号様式のとおりとし、その添付書類は、次に掲げるとおり

とする。 

一 補助金精算書（（別表第４に掲げる事業を除く。）別記第８号様式（災害復旧事業に

あっては、別記第９号様式）） 

二 収支決算書（別記第１０号様式）  

三 事業実績書（別表第１の事業細目ごとに実績報告書欄に掲げる書類） 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日から起算して２０日を経過した日（事業完了後に補助金交付申請書を提出した場合

は、交付決定の日から起算して２０日を経過した日）又は翌年度の４月５日のいずれか早

い日までとする。ただし、補助金の全額を概算払により交付された場合にあっては、当該

補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月３０日までとする。 

３ 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た額

との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明らかになった場合には、

これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金

に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額し

た場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに別記第１０－２

号様式により知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けて、これを返還しなければ

ならない。 

また、国事業については、当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかにならな

い場合又はない場合にあっても、その状況等について、規則第１４条の規定により額の確

定のあった日の翌年５月３１日までに、知事に報告しなければならない。  

（補助金の支払方法及び補助金交付請求書） 

第１０条 補助金は、概算払をすることができる。 

２ 補助金請求書の様式は、別記第１１号様式のとおりとする。 

３ 概算払による補助金の請求は、補助金概算払請求書（別記第１２号様式）に補助金請求

内訳書（別記第１３号様式）を添えて提出しなければならない。 

（財産処分の制限等） 

第１１条 規則第２１条第２号及び３号の規定により知事が定める財産は、取得価格又は効



用の増加価格が５０万円以上（昭和４５年度分以前の予算に係る国補助金事業により取得

したものにあっては、５万円以上）のものとする。 

２ 規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、第５条第１項第１号ただし書に規定する

期間とする。 

３ 補助事業者が、規則第２１条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入が

あったときは、知事は、その交付した補助金の全部又は一部を納付させることがある。  

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１２条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、第５条第１項第１号に規定

する期間とする。 

（書類の経由） 

第１３条 この要綱に基づき提出する書類は、正副各１通とし、所管農林事務所長を経由し

なければならない。ただし、別表第５に掲げる事業を除く。 

（事務の委任） 

第１４条 規則第２３条後段の規定により農林事務所長に委任する事務は、別表第６のとお

りとする。 

 （表示） 

第１５条 市町村等は、事業が完了した時、又は当該事業費において一部供用を開始すると

きは、当該事業が県の補助により実施した旨の表示を行うものとする。この場合におい

て、表示に要する経費は、当該事業に係る補助金の対象経費とする。 

２ 表示の方法及び表示の文言その他必要な事項については、別に定めるところ（平成１５

年５月１９日付け農山第２２７号通知）による。 

 （間接補助事業者に付する条件） 

第１６条 補助事業者は間接補助事業者に補助金を交付するときは、第５条から第１２

条まで及び前条の規定に準ずる条件を付さなければならない。  

附 則 

１ この要綱は、平成１８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 岐阜県農山村整備事業補助金交付要綱（平成１３年４月１日付け農整第１号）は廃止す

る。 

３ この要綱の制定前に、前項に掲げる要綱に基づいてなされた平成１７年度の予算に係る

補助金についての交付申請その他の行為は、この要綱の相当の規定に基づいてなされた行

為とみなす。 

附 則  ［平成１８年６月１日付け農計第２１４号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１８年６

月１日から適用する。 

附 則  ［平成１８年１１月２０日付け農計第４４２号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１８年

１１月２０日から適用する。 

附 則  ［平成１９年４月２日付け農整第１９３号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１９年４

月２日から適用する 

附 則  ［平成１９年８月１日付け農整第４５０号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１９年８



月１日から適用する。 

附 則  ［平成１９年１０月１２日付け農整第５６２号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１９年

１０月１２日から適用する。 

附 則  ［平成１９年１１月１日付け農整第７４３号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成１９年

１１月１日から適用する。 

附 則  ［平成２０年４月１日付け農整第３１号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２０年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２１年４月１日付け農整第２７９号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２１年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２２年４月１日付け農整第１４８号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２２年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２３年４月１日付け農整第１５９号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２３年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２３年１０月６日付け農整第５９５号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２３年

１０月６日から適用する。 

附 則  ［平成２４年４月１日付け農整第１７０号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２４年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２４年４月６日付け農整第２３７号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２４年４

月６日から適用する。 

附 則  ［平成２５年３月１３日付け農整第９５６号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２５年３

月１３日から適用する。 

附 則  ［平成２５年４月１日付け農整第１０２号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２５年４

月１日から適用する。 

  附 則  ［平成２６年４月１日付け農整第１０３号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２６年４

月１日から適用する。 

  附 則  ［平成２７年４月１日付け農整第１０８号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２７年４

月１日から適用する。 

附 則  ［平成２７年１０月２９日付け農整第６７１号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２７年  



１０月２９日から適用する。 

附 則  ［平成２８年４月１日付け農整第２４号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２８年  

４月１日から適用する。 

附 則  ［平成２８年４月１２日付け農整第１１９号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２８年  

４月１２日から適用する。 

附 則  ［平成２９年３月３０日付け農整第９５２号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成２９年  

４月１日から適用する。 

  附 則  ［平成３０年３月３０日付け農整第９２７号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成３０年  

４月１日から適用する。 

  附 則  ［平成３１年３月２９日付け農整第１１４１号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、平成３１年  

４月１日から適用する。 

附 則  ［令和２年３月２７日付け農整第１２０７号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和２年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和２年５月８日付け農整第１５０号］ 

この要綱は、令和元年度分の予算にかかる補助金から適用する。 

附 則  ［令和３年３月２３日付け農整第６７３号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和３年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和４年３月３１日付け農整第１５０１号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和４年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和５年３月３１日付け農整第１３５５号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和６年３月２８日付け農整第１１９０号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和６年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和７年３月２５日付け農整第１２８６号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

附 則  ［令和７年４月１０日付け農整第１２５号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月 

１日から適用する。 

附 則  ［令和７年１０月９日付け農整６５９号］ 

この要綱による改正後の岐阜県農業農村整備事業補助金交付要綱の規定は、令和７年１０ 

月９日から適用する。 



 


